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市からの連絡帳

 募集 

■介護保険料収納推進嘱託員
　パソコンの基本操作ができ、介護
保険制度に理解と関心があり、収納
事務に熱意のある方
□人数　２人
□報酬額　月額１６５，０００円
□試験日　４月１２日松
□選考方法　書類選考、面接試験
□募集要項配布・申込期間
４月１日昇～１５日昇（土・日曜日は
除く）に高齢者支援課（田無庁舎・
保谷庁舎１階）・職員課（田無庁舎５
階）で配布。申し込みは高齢者支援
課へ。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３１）

■嘱託員
□職種
①福祉会館コミュニティケア嘱託員
②老人福祉センターコミュニティケ

ア嘱託員
□人数　①②とも1人
□資格　①②とも保健師、看護師、
準看護師のいずれかの資格のある方
□雇用期間　①②とも５月１日～平
成21年３月３１日まで（更新有）
□勤務日　①月・火・木・金曜日　
②月～金曜日
□勤務時間　①②とも午前９時３０分
～午後４時３０分
□勤務場所
①下保谷福祉会館　　　　　　　
（下保谷４－３－１８）
②老人福祉センター　　　　　　
（田無町５－５－１２）
□報酬額　時間額１,５５０円
□試験日　４月12日松
□選考方法　書類選考・面接試験
□募集要項配布　４月１日昇から高
齢者支援課・職員課で配布
□申込期間　４月１日昇～４月９日
昌（土・日曜日は除く）
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

■障害のある小学生の介助員登録
　登録後、介助対象児童の介助日数
が決定した後に活動を開始します。
□活動内容　通常学級に在籍する障
害のある児童の介助
□活動場所　市立小学校
□活動時間・日数　登校時刻～下校
時刻の可能な範囲で、児童の介助日
数に応じて相談
□謝礼　１時間当たり１,０４０円　　
（交通費なし）
□資格　１８歳以上の健康な方で、介
助に熱意と理解のある方（介助対象
児童の親族は除く）
※資格・経験不問
□応募方法　履歴書に記入し、〒
２０２－８５５５ 市役所教育企画課へ郵送
または持参。随時受け付け（すでに
本事業に登録された方は提出不要）
※無償ボランティアが可能な方はそ
の旨記入してください。
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）

■屋外会場
実　施　時　間住　　　所会　　　　　場実　施　日

午前９時～１０時東伏見１－５東伏見稲荷神社
４月１４日捷 午前１１時～正午西原町４－５－６西原総合教育施設（注１）

午後２時～３時東町１－４文理台公園南側入口
午前９時～１０時下保谷２－６－１５下保谷ポンプ場

４月１５日昇 午前１１時～午後０時３０分緑町３－２西東京いこいの森公園駐車場
午後２時～３時南町５－６－１３市役所田無庁舎中庭

＊雨天の場合は、午前・午後とも開始時刻１５分前に実施か中止を決定します。
＊各会場へ車での来場はご遠慮ください。
＊（注１）は新しい会場です。

■動物病院会場
　４月１日（火）～３０日（水）まで、注射済票を受けることができます。
　上記期間中であっても休診日・診療時間などがありますのであらかじめ電話などで確認してださい。

休　診電 話 番 号住　　　所病　院　名
昭／抄４２４－４６４９下保谷３－７－１赤ひげ動物病院
昌／抄／掌の午後４３８－２３６１泉町３－３－３あづま動物病院
昌掌抄の午後４６４－８２９９南町６－７－１エルザ動物小鳥の病院
昭／抄４６３－０６０６保谷町３－９－５ケン動物病院
掌／抄／松の午後４２３－１４５５東町５－８－２０酒井獣医科病院
掌／抄４６１－６８５８保谷町１－１１－２０桜井動物病院
なし０４２２－５３－５８６６新町５－１６－２９中川動物病院
掌／抄４６０－７６６７南町４－１１－１０野村動物病院
掌／抄／松の午後４２２－４１１１谷戸町３－２２－１２ひばりヶ丘動物病院
掌／抄４６３－４５３７芝久保町３－１９－５４松川動物病院
掌／抄４２１－５４４９栄町２－９－２７本橋動物病院
昇／掌抄の午後４６１－１６１０北原町２－８－１２もりと動物病院
捷／松掌抄の午後４７１－００３１東久留米市中央町４－８－１０いそべ動物病院
昌４５３－８１１１東久留米市中央町２－６－５０かざま動物病院
昇４７６－８８６８東久留米市前沢３－８－１２－１Ｆ関根どうぶつ病院
昭／抄／掌の午後４７４－０５３３東久留米市東本町４－９田中動物病院
掌／抄／松の午後４６４－０９８７小平市花小金井南町３－２４－８藤本愛玩動物病院
昭／掌抄の午後０４２－４６１－８８７６小平市花小金井６－２６－２０まこと動物病院
昇０４２－３４６－１１１９小平市天神町１－２３－２みた動物病院

■狂犬病予防注射のお知らせ
　生後９１日以上の飼い犬は、年に１回４月１日昇～６月３０日捷までの間
に、狂犬病予防注射を受けることが義務づけられています。市では、狂
犬病予防注射を実施します。
　また、集合注射実施期間中は注射済票の交付も行います。
※屋外会場は雨天の場合は中止となります。
※本年度は、会場などに変更があるため、確認のうえご来場ください。
□持参するもの
①３，５５０円（注射３，０００円＋注射済票５５０円）
②飼い犬の登録を済ませている方は、すでに送付してある注射済票交付
申請書と問診表（オレンジ色の用紙）に必要事項を記入のうえ来場して
ください。
※生後９１日以上の犬の飼い主で登録をしていない方は、先に新規登録の
手続きを行ってください。屋外集合注射会場で新規登録の手続きも可能
です（新規登録手数料３，０００円）。
◆環境保全課 　保 （札４３８－４０４２）

マナーを守って
快適な生活を！

花見の季節到来！！
　　「ゴミは持ち帰ろう」
 ◆みどり公園課 　保 （札438－4045）

 ◆環境保全課 　保 （札438－4042）

　桜の樹の下にカン、ビン、ペットボトルや……。せっかくの花見も興

ざめ……。桜もかわいそう……。

　飲み食いして出たゴミは、持ち帰りましょう。                               

   また、大声や奇声で人に迷惑となる行為は慎みましょう。

　なお、午後１０時以降の公園利用は近隣に住んでいる方の迷惑になりま

すので控えてください。

「ペットのマナ－は飼い主の責任」
　ペットに関するマナーのことで、市に多くの苦情が寄せられていま
す。ペットを飼っている方は、必ずマナーを守って飼いましょう。

①フンは必ず持ち帰りましょう

②リードはなるべく短く持ち、他の方の邪魔にならないようにしましょ

う。

　また、ペットを虐待する・捨てる等といった行為は、法律によって禁

止されています。絶対許されません。

　マナーを無視される一部の方のために、他の飼い主の方々が迷惑して

います。マナー厳守と飼い主仲間への呼びかけをお願いします。

　動物と人の共生をより豊かなものにしましょう。

■審議会等会議
■青少年問題協議会
　時 ４月１５日昇 午前１０時
　場 田無庁舎
　内 「西東京市の青少年像」の具体
的な取り組みについて
　定 ５人
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）
■都市計画審議会
　時 ４月１８日晶 午前１０時
　場 防災センター
　内 ひばりが丘地区地区計画の決定
について
　定 １０人
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５０）
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